
 
 

賃金制度の見直しはどうすれば・・・ 

生産方法や販売方法を改善したい・・ 
 
 
 
最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業主のみなさまを応援するため、

さまざまな経営面、労働面の課題を明らかにし、問題解決を支援するための 

無料相談窓口として埼玉県最低賃金総合相談支援センターを設けております。 
 

 

 

 

ご相談の内容によって専門家の派遣（無料）も行っております。 
 

       
 

 

 
 
【埼玉県最低賃金総合相談支援センター】 

(1) 受託団体  公益社団法人 埼玉県雇用開発協会 
          所在地：さいたま市浦和区仲町２－１６－４ 
          連絡窓口：電話０４８－８２４－８７３９ 
 (2) 対象地域  埼玉県全域 
 (3) 事業内容 
   中小企業・小規模事業者を対象とする対面相談や専門家派遣の実施（無料です。） 
  ア 対面相談 
    埼玉県最低賃金総合相談支援センター(以下「支援センター」という。)において、最低賃金の引上げ

に向けて中小企業・小規模事業者が抱える様々な労務・経営に関する問題を解決するために無料相談を
実施する。 

  イ 専門家派遣 
    支援センターから中小企業・小規模事業者のニーズに応じた専門家を派遣し、問題解決手法をアドバ

イスする。 
 (4) 相談等の開設日等 
  ア 開 設 日   月～金曜日（祝祭日を除く） 
  イ 開設時間    ８時３０分～１８時３０分（１２時から１３時を除く） 
 

埼玉労働局雇用環境・均等室  TEL.048-600-6210 

〒330-6016 さいたま市中央区新都心 11-2 ランド・アクシス・タワー16F 

         

  

中小企業事業主のみなさまへ 

ワンストップ無料相談窓口のご案内 

埼玉県最低賃金総合相談支援センター 

☎０１２０－３１０－３９４ 

 

  

 
 

 

専門家派遣要請 

専門家派遣 

専門家派遣 中小企業事業主 
埼玉県最低賃金総合 

相談支援センター 

中小企業庁専門家 

派遣事業（ミラサポ） 対面相談 

埼玉労働局 雇用環境・均等室 





埼玉県最低賃金総合相談支援センター

〒３３０－００６２
さいたま市浦和区仲町2ー１６ー４
岩井ビル４階 A号室
公益社団法人埼玉県雇用開発協会内
URL: http://www.saichin-saitama.com
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０１２０－３１０－３９４
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本事業に関するお問い合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等室 ☎０４８－６００－６２１０


